
あったか愛媛ＮＰＯ応援基金寄附金募集要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、愛媛県特定非営利活動促進基金条例（平成 20年愛媛県条例第 12号）

第７条の規定に基づき、愛媛県特定非営利活動促進基金（愛称を「あったか愛媛ＮＰＯ

応援基金」とし、以下「基金」という。）の寄附金の募集等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 

 （寄附の種類） 

第２条 基金への寄附は、次の３種類とする。 

 (1) 一 般 寄 附 特定非営利活動全般にわたる支援を希望する寄附 

 (2) 分野希望寄附 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）第２条第１項別表に掲

げる 20の活動のうち、特定の分野への支援を希望する寄附 

 (3) 団体希望寄附 登録団体のうち、特定の団体への支援を希望する寄附 

 

 （寄附の申し出） 

第３条 寄附を希望するものは、あったか愛媛ＮＰＯ応援基金寄附申出書（様式１）を知事

に提出するものとする。ただし、寄附申出書の内容を満たす愛媛ボランティアネット内

の寄附申し出フォームの送信をもって、寄附申出書の提出に代えることができる。 

 

 （寄附者の範囲） 

第４条 寄附者は、前項に規定する申出書を提出したものとする。ただし、次の各号に掲げ

る者は、寄附者としないことができる。 

 (1) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反する者 

 (2) 愛媛県から入札参加資格停止措置を受けている者又は愛媛県から不利益処分を受けて

いる者 

 (3) 暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずる者 

 

 （寄附金の納入） 

第５条 寄附者は、知事から送付された納入通知書により、愛媛県指定金融機関、愛媛県指

定代理金融機関又は愛媛県収納代理金融機関に納入するものとする。 

 

 （寄附金受領証明書の発行） 

第６条 知事は、領収済み通知を受領したときは、寄附金受領証明書（様式２）を発行する

ものとする。 

 

 （寄附金の使途） 

第７条 寄附者からの寄附金は基金に積み立て、ＮＰＯ法人の活動助成及び育成支援等に要

する経費の財源に充てるものとする。 

 ２ 前項の規定による使途は、一般会計の歳入歳出予算の範囲内で知事が決定する。 

 ３ 知事は、ＮＰＯ法人の活動助成を実施するにあたり、第２条に規定する寄附者の希望

に応じて助成されるよう配慮するものとする。ただし、寄附者の希望に沿った助成を実

施しなければならないものではない。 



 （寄附金の不返還） 

第８条 寄附金は、寄附者の希望に応じた使途とならなかった場合においても、これを返還

しない。 

 

 （基金の広報） 

第９条 知事は、基金に関する県民の理解及び協力を得るため、寄附者の意向を確認のうえ、

寄附の状況を公開するなど必要な広報活動を行うものとする。なお、公開にあたっては、

個人情報の取扱いに十分留意するものとする。 

 

 （庶務） 

第10条 基金に関する庶務は、県民環境部県民生活局県民生活課において処理する。 

 

 （補則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

  この要綱は、平成 20年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

  この要綱は、平成 20年５月 30日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 



〔様式 １〕 

  年  月  日 

 （あて先） 愛媛県知事  

 

あったか愛媛ＮＰＯ応援基金 寄附申出書 

 

 私は、「あったか愛媛ＮＰＯ応援基金」の目的に賛同し、愛媛県に対して次のとおり寄附し

ます。 

寄附金額                円 

寄 

附 

者 

住 所 

（所在地） 

〒 

 

ふりがな  

氏名又は 

団体名・会社名 

（代表者名） 

 

電話番号 
 

（担当者）          

 

▽ お名前を公表してもよろしいでしょうか？ （どちらかに○をつけてください） 

    Ａ：公表してもよい。 

    Ｂ：公表してほしくない。 

 

▽ 寄附の活用先に御希望がある場合（Ａ：分野希望寄附、Ｂ：団体希望寄附）は、次の欄に

も御記入をお願いいたします。 

           （御記入が無い場合は一般寄附としてお受けいたします。） 

Ａ：分野希望寄附 Ｂ：団体希望寄附 

 次の分野の活動をしている団体のために

活用してほしい。 

 次の団体のために活用してほしい。 

 

（裏面の活動分野一覧表から、御希望される分野の番号を

選んで御記入ください。なお、複数選択された場合は、配

分につきましても御記入願います。）※裏面をご覧ください 

（登録団体一覧表から、御希望される団体を選んで御記入

ください。なお、複数選択された場合は、配分につきまし

ても御記入願います。）※裏面をご覧ください 

  

 ～ 御注意ください ～ 

   いただきました寄附金は、審査を経て愛媛県が助成先及び助成金額を決定します。 

   寄附の活用先につきましては、審査にあたり御希望を尊重させていただきますが、必ず 

  しも御希望どおりに助成できるものではございません。 

   また、御希望に添えなかった場合でも寄附金を返還することはできませんので御了承く 

  ださい。 

○寄附手続きの流れ 

 ①寄附の申出書を郵便、ＦＡＸ等で下記まで送付してください 

②県から納付書を送付しますので、最寄りの金融機関でお振込みください（振込手数料不要） 

③県から寄附金受領証明書を送付しますので大切に保管してください 

 
〒790-8570 松山市一番町 4丁目 4-2 愛媛県県民生活課宛 
TEL：     、FAX：     、Email：       

※ 寄附者の住所・電話番号は公表いたしません。 

※ 金額は公表させていただきます。 



 

〔 活動分野一覧表 〕 
 １ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
 ２ 社会教育の推進を図る活動 
 ３ まちづくりの推進を図る活動 
 ４ 観光の振興を図る活動 
 ５ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
 ６ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
７ 環境の保全を図る活動 

 ８ 災害救援活動 
 ９ 地域安全活動 
 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
 11 国際協力の活動 
 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
 13 子どもの健全育成を図る活動 
 14 情報化社会の発展を図る活動 
 15 科学技術の振興を図る活動 
 16 経済活動の活性化を図る活動 
 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
 18 消費者の保護を図る活動 
 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

〔 登録団体一覧表 〕 ※登録順  

【保健、医療又は福祉の増進】 

【社会教育の推進】 

【まちづくりの推進】 

【観光の振興】 

【農山漁村又は中山間地域の振興】 

【学術、文化、芸術又はスポーツの振興】 

【環境の保全を図る活動】 

【災害救援活動】 

【地域安全活動】 

【人権の擁護又は平和の推進を図る活動】 

【国際協力の活動】 

【男女共同参画社会の形成の促進】 

【子どもの健全育成】 

【情報化社会の発展】 

【科学技術の振興】 

【経済活動の活性化】 

【職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援】 

【消費者の保護】 

【団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助】 

※愛媛ボランティアネット(https://nv.pref.ehime.jp/ atakahtml/index.htm）で一覧を紹介しています。 
 

 

（裏面） 



 

〔様式 ２〕 

 

寄 附 金 受 領 証 明 書 

 

 

 

住 所                

 

氏 名             様  

 

 

 

金 

  百万   千   円 

         

 

 

 

愛媛県の設置する「あったか愛媛ＮＰＯ応援基金」への寄附金として、 

 

      年  月  日に上記金額を領収いたしました。 

 

 

 
 なお、所得税法第７８条第２項第１号、地方税法第３７条の２第１項第１号及び第３１４条の７第１

項第１号、法人税法第３７条第３項第１号に規定する寄附金控除の適用を受けようとするときは、この

証明書が必要となりますので大切に保存してください。 

 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

 愛 媛 県 知 事     

 

 

 


